
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  遺言代用信託 

Ｑ：信託法が改正され、遺言代用信託とい

うものが明文化されたそうですが、どんなも

のなのですか？  

 

Ａ：次のような信託です。 

【解説】 

遺言代用信託とは、委託者の死亡を始期と

して信託から給付を受ける受益者(死亡後受

益者)について、次の定めのある信託契約をい

い、死亡後受益者は、信託契約に別段の定め

がない限り、委託者が死亡するまでは、受益

者としての権利及び義務が発生しないものと

されています。 

①  委託者の死亡の時に受益者となるべき者

として指定された者が受益権を取得する

旨の定めのある信託 

②  委託者の死亡の時以後に受益者が信託財

産に係る給付を受ける旨の定めのある信

託 

特徴は、次のとおりです。 

①  委託者は、死亡後受益者の変更権を留保す

る旨が契約において明確にされていなく

ても、死亡後受益者を変更することが認め

られる 

②  委託者は、死亡後受益者の同意を得ること

なく、いつでも受益者との合意によって信

託を終了させたり、受益者その他の契約条

項を変更したりすることができる 
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